
西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備ＰＦＩ事業者選定委員会運営要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、西宮市附属機関条例（平成１２年西宮市条例第３６号）に規定する西宮中央運

動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備ＰＦＩ事業者選定委員会（以下「委員会」という。）の

運営について、必要な事項を定める。 

 

（担任事務の対象となる事業等） 

第２条 委員会の担任事務の対象となる事業等は、西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等

再整備事業とする。 

 

（所掌事務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項のうち、必要なものについて意見を述べるものとする。 

（１） 入札説明書（案）及び契約書（案）に関すること。 

（２） 募集計画に関すること。 

（３） 地方自治法施行令第 167条の 10の 2第 4項の規定に基づく落札者決定基準に関すること。 

（４） その他、市長が必要と認める事項に関すること。 

２ 委員会は、入札者による提案書等について審査するものとする。 

３ 委員会は、前項に定める審査に基づき、落札者候補として最も適当なものを選定し、市長に答申

するものとする。 

 

（委員の責務） 

第４条 委員は、公平かつ公正な審査に努めなければならない。 

２ 委員は、直接間接を問わず、当該建設工事等の技術提案に参加してはならない。 

３ 委員は、会議その他で知り得た技術提案及び評価等の内容を他に漏らしてはならない。委員の

職を退いた後も同様とする。 

 

（会議の公開） 

第５条 会議は、公開とする。ただし、西宮市情報公開条例（昭和 61年西宮市条例第 22 号） 第６

条各号のいずれかに該当する情報について審査する場合は、選定委員会の決定により非公開とす

ることができる。 

 

（事務局） 



第６条 選定委員会の事務局は、産業文化局文化スポーツ部スポーツ推進課に置く。 

 

（委員会の細則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が委員会の承認を得

て定める。 

 

 

付  則  

 この規則は、平成３１年４月１日から実施する。 


